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アークライト型紡績工場

一一労働力分析一一

堀江英

I 問題

(99) 21 

わたしはさきにイギリス紡績業における自動装置がアークライト型からミュ

ーノレ型へ，そして半自動ミ斗ーノレ精紡機をそなえるミューノレ型から自動ミュー

ノレ精紡機をそなえるミューノレ型へと確立してゆ〈過程壱あきらかにしたが (11イ

ギリス紡績業における機械体系の確立過程』経済論叢99巻1号)， こうした紡績自動

装置の確立過程は産業革命がっくりだす資本主義生産の単位としての工場の工

学的技術の側面一一7 ノレグスのいう「工場の体躯Jcr資本論』青木文庫版第 3分

冊目7頁・岩波丸庫版第 3分冊188頁)の確立過程にすぎない。特殊歴史的形態とし

ての紡緩自動装置壱うごかすためには，この自動装置に規定された特定の形態

の労働力構成がこれに合体され統一されなければならず，そのためにはさらに

その段階の社会的・経済的諸条件に規定されて特殊歴史的類型の労働力が調達

されなければならない。特殊歴史的形態とじての紡績ア場の労倒過程はこうし

た紡績自動装置ととうした労働力構成との合体ニ統一にほかならない。ところ

で，こうして紡績工場は資本主義生産， したがってまた剰余価値生産の単位と

しての工場であれそれは工場主 mil1-owner(個別資本としての企業)の管理の

もとにその管理機能の穆透する労働過程でなければならない。こうして資本主

義生産の単位としての紡績工場とは工場主の管理機能によって合体ニ統一され

た自動装置と労働力の構成であり，マルクスのいう「工場全体」としての「工

場体制J (11資本論』青木文庫版第3分冊680・697頁，岩波文庫版第3分冊 188・196頁)

はこれをさしている。

本稿でわたしは，アークライト型紡績工場について，それに特徴的な労働力
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構成と資本によるその管理(賃労働の実質的包摂)とをあきらかにしたい。

][ 7-'7ライト型紡績工場

ここでアークライト型紡績工場とよぶのは， R ァーグライトの「特許機械j

patent machine壱そなえた紡績工場である。 I特許機械」といわれる紡績機

械体系は， 1769年のウォーター・フレイム精紡機による糟紡工程の機械化があ

り， つぎには 1775年の「普通統綿機Jによる硫綿・練篠・粗紡(現在のリング

型紡績工場でも，粗紡工程には改良さ札たウォーター・フ νイム紡績機である7ュロサ

スル紡績機がフかむれている)3工程の機械化があり，こうしてアークヲイト "'2

つの発明によって混打綿工程号のぞく紡償金工程が機械化され，紡績そのもの

の性格に従って品種別職場作業組織(半流れ作業組織)を構成することとなった。

いま述べたアークライトの機械体系成立に照応して，アーグライト型紡績工場

の成立過程も最初に 1769年に編糸生産をめざしてつ〈ったノッチγガム工場

と1771年に織糸生産のためにアークライトが編物業者 Jストラットおよび s.
ニードとのパートナーシップでつくったダーピ γ ャーのクロムフォード工場で

成立する。馬で動かされた小規模なノッチンガム工場を別として，水車で動か

されたクロムフォード工場が最初のアークライト型紡績工場であると考えられ

てきたが， これには重要な限定がついている一一ーそこには最初は 1775年特許

の「普通硫綿機Jはそなえられていないはずであれ全工程にわたる紡績自動

装置をそなえた紡績工場でなかったはずである。つぎにはウォーター・フレイ

ム精紡機とともに「普通硫綿機」特許にふくまれる硫綿機・練篠機・粗紡機を

ふくむ全工程の機械体系を水車で動かす本格的アーグライト型紡績工場が成立

し， おそくとも 1775年のグロムフォード土場はこの本格的アークライト型工

場に成長したものと推測できる。己うした本格的アークライ卜型紡績工場とし

て設計された辰初の工場がおなじパートフ-'./'ツプが 1775~6 年につくヮたベ

ノレパー工場およびミノレフォード工場であり， わたしはほぼ 1775年をもってア

ークライト型紡績士場の技術的確立の時期と考える。
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こうしたアーグライト型紡績工場はアークライトのパートナーシヅプとアー

クライトから特許使用権をうけたひとびとによって建設されたが， その速度

はかならずしも急速ではなかったようである一一このことは 1780年のこの型

の工場が 15~20 にすぎなかったという推計(R. S. Fi壮 onand A. P. Wadswor 

th， The St州的問dthe Arkwrights， 1758-1830， 1958， p. 4!:l9)から想像できる。

アーグライト型紡績工場が急速な発展をみせたのは，アークヲイトの必死の努

力にもかかわらずかれの 2つの特許がラレノカシャー紡績業者の集団的反対運動

によって完全に失効する 1785年以降であッて， 1788年のカフーンの推計 (P.

Colquhoun， An I:坤 ortantCris何 e:t:Planed，1788)によれば，この型の工場ほ 1787

年にはすでに 119に増加していた (D.M. Smith，“ The Cotton Industry in the 

RRHt MidlandヘG印 Pゆ旬.XLVII. 1962. p. 26日〕。こうしてアークライト型工場

はイギリス紡績業の，したがってイギリスの産業革命を特徴づける最初の工場

形態となった。だが，このことが逆にアーグライト型紡績工場に短命な，そし

て「初期工場Jear1y factoryの性格を運命づけることとなった。

だれでもがし、っているように，アークライトのウォーター・プレイム精紡機

は技術的にふとくて撚りのつよい経糸しか生産できず， したがって最初の主要

綿織物であったキャラコの生産のためにはウォーター・ヴレイム精紡機ととも

に，それとは別系統のハーグリーヴスの発明した緯糸生産のためのジ z ニー精

紡機が必要であれしたがってアークライト型紡績工場は，小工場壱輩出しな

がらも基本的にはイギりス人のいう「家内工業Jdomestic industry または

「小屋工業Jcottage industryの形態をとっていたジェユー紡績業と相互補完

関係にあり，はじめからこの段階の綿糸紡績業の全分野を征服できないという

性格をもっていた。 カフ-:-'の 1788年の推計がしめ，.1787年の機種別錘数

←ージェユー精紡機 160方 5000錘 (82'70) に対しウォーター・フ vイム精紡

機 31万錘 (16'70) としづ関係 (N.J. Sm.elscr， So出 al C加伊四 the Inausl'Yial 

Revolutio叫 1959，p. 111)はこの事情をしめしている。こうして7ーグライト型

紡績工場はイギリス綿糸紡績業を根底から工場化する能力をもっていなかった
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ばかりでなしそれ自身ふるい手工紡績を破壊して成立したものでもなかった

一一イギリスではもともと経糸綿糸壱生産せず，綿織物というのは外国から輸

入した麻糸を経糸にした交織物であったから，アークライト型紡績工場はこの

輸入経糸用麻糸にかわる経糸用綿糸を生産したのであって，その意味では新し

い追加的産業であった。それにしても，アークライト型紡績工場は， I家内工

業」型ジェニー紡績業と相互に補充しながら， 18世紀中期の「糸不足問題J壱

解決してイ γ ド綿織物の輸入を防ぎイギリス綿業を確立してゆく地盤壱きて九、
テ，"

たが，安価で豊富なこうした綿糸の供給は直接にはまた「家内工業」型子機業

者壱激増させただけである。アークライト型紡績工場は，産業章命がっくりだ

した最初の本格的工場形態であったが，同時に広汎な「家内工業Jにか ζ まれ，

しかもそれ壱根底から変革する能力をもっていない「上部構造」として運命づ

けられていた。イギリス綿糸紡績業の工場工業と Lての確立過程は，アークラ

イト型工場と「家内工業J型グェニー紡績業とが相主補完関係lこたつ第 1段階，

この両者が sグロソプトンの 1779年のミューノレ精紡機におきかえられてゆく

第 2段階， 1790年以降ミューノレ精紡機の動力化を起点とするミューノレ型紡績

工場がイギリス紡演業を根底から工場に変革する第3段階という 3つの段階を

経過した。 アーグライト型工場の停滞性は 1788年の綿業恐慌であきらかとな

った一一一翌 1789年のカフーγの推計 (ARepresen印刷旬。ifFac白， 1789)によれ

ば， ミューノレ精紡機 70万錘 (29%) としサ激増に対して，ジェニー 40万 5000

錘と激減しウォーター・フレイムは 31方錘(13%) と停滞しており (N.J 

Smelser，品，d.，p. 115). 1811年の sクロyプトンの調査によれば， ミューノレは

すでに 420万 9570錘 (90%)にたっしているのに，ウォーター・アレイム精紡

機は 31錘(7%)にとどまっていた [G.W. Daniels，“ Samuel Crompton's Census 

of the Cotton IndusL.ry in 1811 "， Economic Journal (Ec肝刊例叩 Histo叩 SupPle刑制上

11， 1930)， pp. 108-111)。ア クヲイ l型紡績工場は， 1769年頃から 1800年頃

までの， とくに 1775年頃から 1790頃までの，イギリス紡績業を特徴マゴ付た工

場形態であった。
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アーグライト型紡績工場は，そのほかに，その「体躯Jをなす機械体系が水

車動力によって動かされるという特徴壱もっており，その意味で 1771年のグロ

ムフォード工場がア}クライト型士場の出発点であるといわれている。この水

車動力は，その動力の大きさにせまい限界があり，水流の季節的変動によって不

安定に変動するというほかに，工場を原綿市場(リグアプノレ)・製品市場代 γ

チ~^ター〕にちかく集中させないで， 辺部な山聞の谷間に分散させ孤立させ

るとしづ性格をもっている。アークライト型紡績工場は，本来的に r村落工

場Jvillage factory or factory colonyであって， ミューノレ型工場のような

日標高400フィート
以上の主地

・1つの点は
1紡視工場をしめす

o 10 
'==丑--二二ゴ

マイル
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「都市工場Jtown factoryでなかった。 7ーグライト型工場は， 旧綿業地帯

の南ラνヵγ ャーからでなく，水流のゆたかなグロムフォー r，ベルパー， ミ

ルフォードなどのト V:;/ト河流域の東ミッドヲ γ ドからはじまり，水流をもと

めて凶へまた北へとひろがっていった。 さきにふれたカフ-:;/の推計になる

1787年の 119工場は， ダーピγ ャー(クロムフォード，ベノレパー，ミルフォードな

どはこの県にある)22，ノヅチYガムシャー 17，スタッフォードシャー 7，v月タ

--;/ャー 1，東ミッドラ Y ド4県の合計47工場 (39.3骨〕に対しラ y カγ ャー

41工場 (34.40/0)と分散し {D.M. Smi仕'.品id..p. 260). このミッドラ γ ド諸県

の主在してアーグライト型紡績工場は 19世紀初期にほ，前買の地図のしめすよ

うに， トレY ト河水域にそって広〈分散していた (D.M. Smith，拍id.，p. 262. 

fig. 2)。

アーグライト型紡績工場について，わたしは，前稿ではその自動装置の先駆

一的性格を説明したが，ここでは反対にそれがもっ初期的な，そして未熟な性格

を説明したつもりである o 以上の説明を念頭におきながら，これからアーグラ

イト型工場の賃労働力構成壱具体的に説明してゆくこととしたい。

E 労働力構成の基本構造

アーグライト型紡績工場のこの段階の労働力構成を理解するためには，はる

かのちの 1833竿一一イギリ月産業革命が綿業の全工程をほぼ完全に機械化し

て工場化した時期の下院の工場調査委員会の報告')を利用して， アーグライト

型紡績工場の各工程の労働力構成をミューノレ型紡績工場のそれと対照してその

基本構造を特徴づけておくことにしたし、。 以下にかかげる統計は sスタ Y ウ

ェー s.Stanwayの調査したランカVャ一地区 151工場の報告の集計であっ

て，イギり月綿業のながい歴史のなかで全工程の労働力構成を包括的にしめす

1) この資料の性格および概括については吉岡昭彦，イ半リス産業革命と賀骨働(高橋幸八郎編
「産業革命の研究」所肱)56-7J't註 1審照。なお，この資料は早くも E. B田町s，Hj叫 o叩 of
the Cotton Manufacture明 GreatBritain， 185.3 および A.Ure， Cotton Manufactu〆'eof 
Great Bl'itai匁， 1936に広〈採用されている。
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ほとんど唯一の貴重な資料である。この資料から7ーグライト型工場とミュー

ノレ型工場左の労働力構成の特質をうかびあがらせるためには，革工および機械

工を別にして，つぎの手続きをとればよい一一混打綿・硫綿の両工躍は 2つの

型の紡績工場ではおなじなのであるから， アーグライト型工場の性格は混打

綿・枕綿・ γ ュロッスノレ紡績(改良されたウォータ ・アレイム紡績)の 3工程を

結合して， これを混打綿・慌綿・ミューノレ紡績を結合したミューノレ型士場と対

比すればよいわけで品品。

職種別構成

最初に 2つの型の士場の職種別労働力構成をしめす統計をかかげることにす

ヱ 程 職 種
1苦手 l堅手陣市野| 平純均収週入

s d 

混 打 綿 O O O O 8 3 

樟 綿 監督・棟綿工 O 23 6 

練 篠 工 O 7 52 
4 

ジャザク粗紡工 O 8 。
ボピン粗紡工 。 7 5エ

2 

ューノレ精紡 監 督 O 29 3 

精 紡 工 O 25 8 

品 出控 工 O O 5 4主
4 

掃 除 工 O O 2 1寸
ジ ι Pザλ/レ精紡 監 督 O 22 4t 

舟 継 ヨ二 O O 7 9 

総 取 紹 取 ヱ O O 7 1l~ 
4 

ローラー被覆 革 工 O O 12 11 
4 

動力 整備 機 械 工 C 20 6 

柚考 Supplemen仰叩 R<p叫 o[the Cenlral Daa'rd of his M，句 Dsty'S Co州市"ω地内

1834， p. 126 からとったE.Baines， ibid.， p. 436とA.Ure，めid.，Vol. 1， p. 352 
の表を，吉岡昭彦，前掲論文59買の形式に従って改訳しI 排列を工程順に変更したロ
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る。総取工・草工・機械工を除いた職種について考察する。

し、ずれの型の工場をも構成する混打綿・硫綿・粗紡の 3工程には，それぞれ

平均週純収入20γ リγグをこえる成年男子の監督。，verlookerがいて(混打綿

工程の成年男子のうちには監督カ九、たのであろう).各工程の操業を監督するととも

ミ品ーノレ精紡を除いて機械の運転をつかさどっていた。現在のわが国の紡績工

場では分化している職長(担任または主任)の職務と機械運転係(運転付男エ)

の職務がミ L ーノレ精紡を除いては監督に統一されていたとみてよかろう。

各工程の監音のも色に， 混才I綿室には混打綿工， 慌綿室には練篠工・粗紡

工，ジ L ロッスノレ精紡室には来継工などのi!I18ジリ γグ以下の婦人・未成年男

女の不熟練工が集団をなして働いている。ここでの例外は慌綿室の枕綿工で，

かれは e::trd-stripperand -grinderともよばれているように，みずから，枕綿

機喜子運転して統綿作業(容易な作業である)を行うとともに，いまの日本では枕

綿室整備機械工の職務に分化している磨針および針布まき(むつかしい作業であ

る)を独占して熟練工になっているが (H. A. Turner， Trarie U.仙 川 Grnwth

.str~ι仰向即 d Poli叩.1962. pp. 164鉦).この硫綿工は硫綿室のほかの職種壱主主配

するものではない。こうして混打綿・硫綿・シュロッスノレ精紡の 3工程からな

るアークライト型工場の職種別労働力構成は，ただ lつ硫綿工の例外壱のぞい

て，監督労働者と婦人・未成年男女からなる不熟練工の大群という自動装置に

もっともふさわしい構成をもっている cr資本論」第1部第13章第4節「工場」参

照)。

ミ斗ーノレ型工場は，混打綿・硫綿同工程をアークライト型工場と共通にして

いるが，基本工程であるミューノレ精紡工程でまずた〈異っている。 ミ品ーノレ精

紡機は当時，半自動機から自動機 self-actorに移行をはじめていたが，まだ半

自動機が支配的であった。この半自動ミューノレ精紡機は成年男子熟練工によっ

て運転される必要があったのであって， ιうしてミューノレ精紡室は，監督のも

とに 1人の(成年男子都練)精紡工 mule-spinnerと数人の(不熟練)糸継工・

掃除工とが 2台の精紡機をうけもっている多くの組の集合からなってし、たが，
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この組のなかでは精紡工は機台を運転するとともに糸継工・掃除工の不熟練助 I

手壱監督・督励するとし、う位階制度 hierarchycr資本論』青木文庫版第 3分冊582

681頁，岩波文庫版第 3分間71・189長)が支配してし、る。ミューノレ型工場は，全工

場が監督と不熟練工だけから構成されているアークヲイト型工場とはまったく

ちがって，混打綿・統綿の両工程では監督と不熟練工だけから構成され，精紡一

工程では監督ー熟練工ー不熟練工から構成され，しかも糸継エ・掃除工の不熟~

練工は(熟練)精紡工のもとに組作業をお「なってし、売のであ1S
0

雇傭形態別構成

いままで説明した職種別労働力構成はとれから説明する雇傭形態別労働力構

成と相互規定的な相即関係にあるといえる。

アーグヲイト型紡績工場を構成する混打綿・統綿・ジュログスノレ精紡の 3エ

程壱検討してみる 1::，婦人と年少者・児童の不熟練工のしめる割合は，混打綿

工程で 54%+25%=79%，祈綿土程で 37%+38%=75%，シュロヅスノレ精紡

工程では実に 37%十52%=89%であって，どの工程でも不熱線工が圧倒的比

重をしめている。 とくに精紡工程では成年男子熟練工はわずか 11%で， 不熱

成 婦
18才未満の年少者・児童

年 男 女 総 |

工 絹 工わ 工職れo 
才明 工場主長われ者る

職工れる 不男

雇場主に者れる
子 人

に者 に者 言十 計|

雇わ 雇わ 明

人 1?ら)人 4声) 人 む t弘 i|3Ad L 混打綿 27副21)! 698(54)! 212 

統綿 2，350(25)(3，501(371!1，229 81 118 2，061( 117 14013，546(3811 9，397(、

ミュ ル精紡 5，16剖331)1，189(81) 697 5，852(37) 5 q調明創刊M 同 15，師
、ンュロで，p、Jレ

194(11)) 688(3列 373 4 32 4 1511 964(5211 1，8461 
精紹 紡取 146 (4112，552(77)) 40 5 ー 23 ) 8) 618(19))3，316 

ロ ラ一被覆 l 一一 7 H 2剖151) 170 

動力・整備 927(941) 7 (111 43 3 ! 8 一← 55(5)1 989 
l、

備考 Supplernenlaγ'Y RePO'It...".， p. 125; E. Baines， ibid.， p. 372; A， UIe， ibid， p. 344， 
吉岡昭事，前掲前文 56-7頁，戸堀秀雄 rイギリス工場法成立史論Jl151買。
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練工が婦人370/0， 18才未満男子 220/0， 同女子 300/0としサ割合からなってい

た。したがって，混打綿・硫綿とりわけ精紡工程では，不熟練工は熟練工に昇

進する見込のなし刊、わゆる「袋小路」職種の労働者であれそれは停滞的なア

ークライト型工場では 18才未満の男子労働者にもあてはまる。精紡工程では，

18才未満男子409人に対し成人男了はわずか 194人にすぎない。さらに，職工

にやとわれている年品者・児童数は，混打締工程で 1，282人のうち 3人，流綿

工程で 9，397人のうち 198人，糟紡工程で 1，846人のうち 8人にすぎず，無視し

てきしっかえない例外と考えて土かろう。とうしてアークライト型工場では，

工場主(企業)がそこで働〈ほとんどすべての労働者壱直接に雇傭し，監督壱通

じて直接に不熟練工を組織・把擾している雇傭=作業組織 gang-labouTOT bu-

-tty systemが採用されてし、たのである (H，A， Turner， ibid，. pp， 198-200)。

ミューノレ型工場の基本工程をなすミューノレ精紡は V ュロッスノレ精紡とまった

くちがっている。さきに述べたように， ミューノレ精紡工程では，精紡工が糸継

工・掃除工の不熟練助手を組に組織して監督・督励したのであるが，この関係

はさきの統計につぎのように構成されている。第 1に，精紡士をふくむ成年男

子労働者は'yュロッスノレ精紡の 110/0に対して. 3倍の 330/0をしめ， 18才未

満男子労働者420/0は，S/""ロッスノレ精紡とくらべて造かに精紡工に昇進できる

可能性をもっている o ミューノレ型工場が発展しつつあったこの時代には，この

可能性は現実性をもっていた。第2に， 職工(精紡工)にやとわれている未成

年・児童数は男 370/0+女 140/0=510/0， この種労働者 590/0の大部分をしめてい

るが，己の統計で別扱になってし、る婦人8'10の大部分も糸継工として精紡工に

やとわれていると考えて差支なし、から，精紡主にやとわれている不熟練工は全

体のほぼ 600/0にも達している。 ミューノレ精紡工程では， 工場主にやとわれて

いる精紡工が，みずからさらに糸継工・掃除工をやとって組をつくり，一定の

個数賃ネで工場主から精紡作業を請負い，精紡工はこの請負賃銀から糸継工・

掃除工I~ ひくい時間賃率を支払っており，精紡士は糸継工・掃除工をやとって

いる文字通りの労働貴族 labouraristocracyの地位にあった。こうしてミ
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ノレ精紡工程ではいわゆる内部請負制 sub-contracting system という雇傭ニ作

業組織 (H.A. Turner， ibid.， pp. 196-8)が支配的であった。 こ己では，婦人・

未成年労働者は工場主にでなく精紡工にやとわれて糸継ぎを行い，男子未成年

工だけが精紡工に昇進してゆく。男子未成年工は変形した徒弟制度 rnodified

or serni-apprenticeship である。ここでは，工場主(企業)は，現場の作業お

よび労務の管理を，今日のように職長を通じて直接に把握する lとL、たっておら

ず，労働貴族の地位にある精紡ーTにまかしており，精紡工は職長・運転工・雇傭

者と U、う三重の職務を兼担してしゅ o 企業の経営管理からいえば，それは徹底

した分散的管理方式 decentralised management (G. C. AUen， The I旬dust円 al

Develot隅 entof Bir叫間ghan包 &Black C凹川町'y，1860-1927. pp. 159-164 and passi皿)

であったといってよかろう九

こうして， ミューノレ型工場に対比してのアーグライト型工場の労働力構成に

特徴的な基本構造は，アークライト型自動装置とくにそれ壱構成している精紡

機がほぼ完全な自動作業機であったことに規制されて，第 1に，婦人と青少

年者との不熟練労働者から構成されていたということであれ第2に，工場主

(企業)はこれらの不熟練労働者を直接に雇傭し，今日の職長にあたる監督を通

じてこれらの不熟練労働者を直接に把握する集中的管理方式 centralizedman-

agement (G. C. Allen，拍id.，pp. 337-9 and passim.)を採用していたということ

である。その意味では，アーグライト型工場は，アーグライト型自動装置とひ

としし現代の工場にちかし、工場体制であッたといえよう。そして，労働力構

成におけるアークライト型工場とミューノレ型工場とのこの対抗性はごく最近ま

でつずいたのであヲて(たとえば，田中穣「英国綿業論~ 137頁)， 自動ミ F ーノレ精

紡機が支配的となっていた 1880年代になっても， ミューノレ精紡工程が精紡工

2) 棉業全体についていえば、ア クライト型左 'Jγグ型紡績で場の全土軒I ミューノレ理紡績工場
の混打綿 硫綿両工程および織布ヱ場の織布工程が buttysystemをとり， ミューノレ精紡工程
が sub-contractingsys也市をとり，しかも buttysys白血多止る諸工程にはのちに新組合主
義とよばれる上うになる openumon形態が， sub-contracting systemをとる諸工程には craft
unl0n的性格の doseilunion形簡が成立してし、あ (H.A. Turner 佑id..IIL 2) ~したがって，
綿業脅樹者全体についていえば buttysystem と openU01叩とのもとにある普働者数が
sub-contracting system とc1o~ed uDionのも主にあるもの上旬轟かに多いことになる。
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一糸継工一掃除工の構成をとっていたのに対し，シュロ γ スノレ精紡工程では糸

継工が直接に監督のもとに働いていたヨ) (T. Ellison， The Cotto旬 Traaeof G陀 M

B的 la問.1886. p. 33)。

N 労働力の調達

アークライト型紡績自動装置は，いままで説明した上うに，全一仁程の作業を

容易な不熟練作業に分解し，こうして工場主(企業)壱して監督を通じて直接に

不熱線労働者を把握させる集中的管理方式を採用させたが，工場主に直接に把

握された労働力の性格は，さきにふれたアークライト型工場の初期的・早熟的

性格に規定されて，現代の工場労働者とちがっていたしまた一様なものでもな

かった。わたしは，ここでは 7ーグライト型工場の労働力の性格壱その労働

力の供給=調達の側面から具体的に検討すること Eする。

メラー工場の労働力調達

労働力の性格を検討するまえに， 時代は少しさがるが sオノレドノウ S.

Oldknowが 1889年からストックポート東方のチヱツ‘ンャーとダーピV ャーと

の県境に建設をはじめたアークライ l型紡績工場←一一メラー工場 Mellor Mil1 

が建設の進行にともなう労働力の調達を具体的にしめしているので，まず最初

にこのメラー工場の労働力調達を説明し，労働)Jの社会的類型をみつけること

とする。

メラー工場の建設は 1789年末頃からはじまったが，最初の作業は整地・河川

=貯水j也・建屋建築・機械製造などの主と νて家族もちの成年男了世帯主の作

業である。オノレドノウは，当時まだ土建事業・建築事業・機械製造事業が社会

的分業として確立していなかったので，アークヲ千トその他の初期工場主とお

なじし みずからこれらの労働者をメラーに集めて， 請負契約者 contractor

3) 吉岡氏は， ミュ ル精紡工程における sub-contractingsystem杭 自動ミューノレ精紡機の
普及と1833年の工場法によって崩壊し buttysystemに啓行したと考えているようであるが
(前国論文.108-9J().とれは完全なまちがいである(戸康秀夫，前掲書， 164， 337-40頁)。こ
の対抗性についてはI ミュール型工場をとりあっかうときに，詳論することにしたレ、。



アークライト型粘額工場 (111) 33 

or leaderのもとで作業をさせざるをえなかった。ところで，メヲー村はスト v

グポートから直線距離で東方11キロメートノレのところにあるゴイトJIIR. Goyt 

〔トレシト河支流)の沿岸の僻村で，この労働力を地元で調達することはできな

かった。 賃金帳簿にのっている名前から計算すると， 建設のはじまった 178事

年 11月初日の 28人のうち.21人が地元調達. 7人が外来者であったが. 1791 

年 8月の 204人のうち， ほぼ半分だけが地元調達， 残りの半分はさらに東方

のピーグ Pe止の鉛鉱からきた労働者であった (G.Unwin， A. Hulme and G~ 

Taylor， Samuel Oldh旬。ω andthe Arkwrights， 1924， pp.162-3)。

1792年 3月の労働者数は 81人増加して 285人になっているが， 増加分の半

分はやはり外来者であった。ところが残りの半分の地元労働者はこれまでとち

がって婦人k少女kからなっており，紡績作業がはじ主三つことをしめしている
ヤスり

が.1793竿には少数の鍛冶工・鋸工#ふ〈めて 285人の硫綿工・粗紡工・精紡

工・惚取工・糸繰王へと増加している (G.Unwin， ibid.， pp. 162， 164) d _1プ場の

操業の開始とともに，成年男子世帯主を主とした建設労働者から婦人・少女・

児童などの弱少不熟練労働者への転換がおこっているのがよ〈わかる。メラ一一

工場の労働者は，のちに述べる教区徒弟 patish.appre叫 lceをのぞいたいわゆ

る「自由労働者Jfree labour だけで 300~350 人であったが，成年男子労働者

は機械工 15~25人と各部門の監督とだけの10分の l にすぎず，残りの 10 分の

9は児童・年少者・婦人からなっており，したがって世帯主である成年男子建

設労働者を解雇すれば，紡績の操業に必要なこれらの不熟練労働者をもうしな

うとしサ矛盾におちいってしまう。こうしてメラー工場では，成年男子世帯主

を機械工・監督の上場労働者とした以外に炭坑・石j火山・建設・農場を経営

して 30~60 人を戸外労働に従事させざるをえなかった。たとえば s パート y

S. B町 tonは隣村マープノレのオノレドノワの領地の農業労働者としてオノレドノウ

にやとわれて週給 12'/リング 2人の娘と 2人の，恩子(ともに児童)はそれぞ

れ 2'./'"リング 6ベンス 3':/リY グ 3γ リング 6ベンス 4'/リγFで，家

族合計週給27'/リングであり，また未亡人 B 、ンャ vトノレワース B.Shuttle-
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worthはメラー工場のため家庭で打綿して週 2，;/リ γ76ベγス 4人の子供

は工場で働いて合計週 11，;/リ Y グ6ベyス，家族全体で 14，;/V y 7であった。

水車動力のため僻村の「村落工場」の性格壱もつアーグライト型工場は，それ

が必要とする不熟練労働者を確保するためには，成年男子世帯主(とくに父親〕

骨頂点とする家族「るみの雇傭形態をとらざる壱えなかったし，また家族ぐる

みの賃金でやっと生活できる賃金しか支払わなかった。 メラー工場の労働者

300人のうち 4分の 3はこうした家族ぐるみで雇傭されていた (G.Unwin，包bid.，

pp. 166-9)。

だが，こうした|自由労働者」だけでは必要とする不熟練労働者を調達する

ことができず，救貧法 poorlawsが規定するワーグハウァ、 workhouseから教

区徒弟を工場徒弟 factoryapprcnticeとして調達せざるをえなかった。メヲー

工場では，との工場徒弟ほ.1791年 5月-2人にはじ主り 1792年 10月 13人

と増加して 1798午ー100人と最高にたっし，ぞれから 1804年 60人. 1806年

9月-46人. 1812年 1月-43人， 同年 12月-38人と急激に減少し，教区徒

弟辛規制する 1802年の工場法成立のときには工場徒弟はすでに峠をこしてい

たことがわかる。かりに.1798年頃のメラー工場の「自由労働者」を少なく見

積って 300人とすると，そのときの工場徒弟 100人は全労働者の 4分 1であり，、

1806年 9月の工場徒弟 46人は「自由労働者J317人をふくめた全労働者の 7

分の lにまで減少している o しかも工場徒弟のために必要な食料・衣料・住居

のための費用は 1791年 5月には 1人あたり週 4γ リγ76ベユノス， それが

1804年 2月には 6，;/V.Y 7に高騰し，工場徒弟はさきにかかげた「自由児童」

-free children の賃金よりたかくっき， 主た工場徒弟は景気循環に応じて容易

に解雇できないという欠点をもっていた。 1802年の工場法だけでなしこのこ

とが工場徒弟制度壱崩壊させたとみてよかろう (G.Unwin，叫id.，pp. 17口一句。

オノレドノウのメヲー工場から，わたしはアーグライト型工場の労働力調達に

ついて，工場徒弟，家族ぐるみ「自由労働者J雇傭，そして個別的「自由労働者」

雇傭の 3つの調達形態を析出することができたが.J.:場徒弟 家族ぐるみ雇傭
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個別雇傭のこの形態は大筋としては労働力調達形態の発展順序とみてよかろ

ヲ。そこで，わたしはこの順序でそれぞれの労働者の社会的類型を労働)J調達

の側面から検討することと「る。

労働力の社会的類型め

(1] 工場徒弟

被救t血民の児童を強制的に徒弟にだす教区徒弟制度ははやく 1536年にはじ

まり 1601 年のエリサ:!~~ス I の救貧法のなかに体系化されるが，救貧法に規定さ

れる教区徒弟が教区によって大規模に工場にだされるのは (rll1mpingsystem...J 

Dunlop and R. D. Denman， Englisk A仲間nticeshijう側rlChild Labour， A History， 

1912， pp. 257-8)，いうまでもなく工場制度が出現する 18世紀後半からである。

1815年 5月 15日のある議会委員会の報告によると，ロ Yドン・ウエストミ Yス

ターとその近傍の教区が 1802-11年の 10年間に送りだした教区徒弟数は 5，81

5人で， そのうち 2，026人が農村に， さらにそのなかの 4分の 3は綿業の工場

徒弟←ーおそら〈はアークライト型紡績工場の徒弟であったのであろう(J.L 

and B. Hammond， The Tm刊 La.bouγ'er，1760-1832， 1917， pp. 154-5)。

R.ピーノレR.Peelは 1802年のかれの工場法が適用される(アーグライト型紛

績)工場徒弟数を 20，000人と推定したが(1:L. and B. Hammo叫 出d.，p. 155)， 

こうした工場徒弟がアークライト型工場の労働力の主体ではなかった。アーク

ライト家やストラヅト家の紡績工場がこうした工場徒弟をつかったとしづ証拠

はなかったし(R.S. Fitton and A. P. Wa山 worth，ibid.， jJ. 104).工場徒弟をつ

かった多くの紡漬工場も，

S. Oldknow's Mill at Mcllor， 1793-4 20人/285人 1798 100/318 

R. Owen's Mi1l at New Lanark， 1799 500/1，500-2，000 

S.' Gag's Mil1 at Styal1， 1790 83/263 

4) との段階の紡績労働力につきまとういわゆる原生的労働関保とそれを克服しようとする工場法
との歴史に円いて，ととで述へる余裕はない。さしあ丈り戸埋秀夫『イギリス丁場怯成立や前』
および吉岡昭章j イギリス産業革命と責昔働〔高橋幸人即編『産業革命の研究』所牧)を毒照さ
れたい。



36 (114) 第 100巻第2号

のように，ヱ場徒弟の全労働者のなかにしめる比重はたかくても 3分の lまた

は 4分の lをこえなかった (A.l{edford， Labou1' M包grat2四四 England，1800-50， 

1926. pp. 23-5)。 さらに， 1815年のさきにふれた議会委員会の調査によると，

長村の主としてアークヲイト型工場におくられた 2，026人のうち， 不明のもの

438人をのぞし、た 1，588人のうちわけは，現在徒弟として働いているもの 644

人，徒弟期間を終り現におなじ工場で働いているもの 108人，徒弟期間を終り

よそに定住しているもの 99人，商人にうつったもの (246人〕・逃亡者 (166人〕・

死亡者 (80人)・軍隊に徴募されたもの (86人)その他をあわせた 537人で(J.L.

and B. Hammond， ibul.， p. 153)，満足に徒弟期聞をつとめあげたものは全体の

120/0強の 108人十99人 =207人にすぎず，少くみても 3分の 1強の 537人は

徒弟期聞の途中で工場をはなれたことになる。

こうして工場徒弟はア クライト型紡績工場の中心的労働力ではなかった

が，それにもかかわらず工場徒弟はアークライト型工場の不可欠の労働力であ

り，またそれに特徴的な労働力類型であった c さきに述べたように，第 lに，

アークヲイト型紡績工場は，イギリスの手工的紡績業を破壊することな〈追加

的産業として，ジヱユー・ミューノレの機械紡績，手主的織布その他の広汎なイ

ギリス人のいう「家内工業」のただなかにいわば孤立的に出現したものであわ

したがってこれらの工場が必安とする大量の労働力を供給する社会的供給源泉

がまだ成立し℃いなかった。さらに第2に，アーグライト型工場は人口稀薄な

山間僻地の「村落工場」として立地していたのであり，したがってこれらの工

場は近隣農村から充分な「自由労働者」を調達することはできなかった。こう

してアークライト型紡績工場にとって，教区が救貧法にもとづいて供給する非

近代的・不自由な強制労働力としての工場徒弟の調達がか〈ことのできない労

働力調達形態となる。

[2 J 家族ぐるみ労働者'l

日) い〈度も利用しt: N. J. Smelser. Social C加吋~ ~n tkA lntlus/，rial R四 ηl制包岬， 1959は T
PaIsonsの社会学理論をイギリス産業革命に適用した好著であるが，その後半 (Chap.VIII以
下)は家族「るみ労働力調達 familybaSlSとその解体過程を手ぎわよ〈説明しているー
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アーグライト型紡績工場では，工場徒弟が「自由労働者Jとともに働いてい 4

たが，産業革命が広い意味の「家内工業」を破壊して労働力の社会的供給源泉

をみずからととのえてくるにつれて，ほぼ 1800年頃を境として工場徒弟はし、わ

める「自由児童J'free childrenにおきかえられるようになれしだし、に「自由

労働者J一本にしぼられてくる。だが， この「自由労働者」は，さきのオノレ F

ノウのメヲー工場のところでふれたように， 家族ぐるみ fami1ybasisでアー

グライト型上場にやとわれ1いる労働者であった。

この点に関する統計的研究は N.Jスメノレサーが 1819年の上院委員会の報告

からつくった1 ヨッ 1ランドのエヤ γ ャーのキャトヲイ γ綿業工場の分析であ

るが，この工場はウォーター・フレイム精紡機のほか，婦人が運転する小型ミ

ムーノレ精紡機・力織機をそなえており， したがって純粋のアーグライト型紡績

工場でなかった。 との工場は人口わずか 2，100人の村のなかに 832人の労働者

をつかう大工場であれ当時工場徒弟壱つかっていなかったようであるが，こ

の 832人のうち 668人の家族関係がわかっており，そのうちわけはつぎの通り

である一一

世帯主の職業 世帯主数 工て場いにる雇児童わ数れ，) 世た帯り主児童1人数但当) 

工場に雇われている男子(3)
7291人)100A 12人]177A 

1.7人

工場に雇われている未亡人 2.0 

手 織 工 26 62 2.4 

工場に雇われていない未亡人 44 自8 2.0 

そ の 他凶 106 243 2.3 

言l 276 560 

備考 (!X2)はもとのパーセント表現を実数になおした近似植である。 (3)の男子は監督機
械工杭綿工であり.(4)は石工・時計工 日雇労働者である。

この工場の支配人 A.ブキャナンは I職場 roomの監督の子供は， 嫉妬をよ

びおこすので，かれの職場で働いてはならなL、」という方針をとっていたにか

かわらず，この工場ではここに雇われている世帯主 100人(男子79人十未亡人21

人)と工場児童177人，合計してお%にあたる 277人が家族ごとやとわれてお

わさらに非工場世帯主の児童も世帯主あたり 2.0~2.4 人ずっこの工場に?と
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われている (N.J. Smelser，品id..pp. 220→ 4)。
恥

これらの家族ぐるみ労働者は，たとえば 1784~87 年のストラヅトの工場の賃

アジリソグ (週時間給)

6 IJ " 

10 !l ，，)， 

3 fI " 

おそらく請負給

2シリシグ (週時間給〉

2 11 3~~ ン久 (11)

おそらく請負給

1シリシグ (週時間給〉

1 11 3へYス(，，) 

つぎのようにあらわきれている←一一

1784年 9月25日一1785年 8月20日

1785 8 21 -1786 1 14 

r 1786 1 15 -1787 1 

Chri~ Llan Chappel 1785 12 4 一一1785 12 31 
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面理

取職場の l監督ジョソ・チャベノレという多分世帯主が，クリスチャ ν，ュリザ，

ノレースという 3人の家族の児童とリドガ.，トという別の家族の 3人の児童，計

総取りに従事している(R.，S.Fittonand A.P. Wads-

キャ Tライ y工場のブキャナ yの方針とちがって，コミトラヅトの工場では，

6人の児童をしたがえて，

worth， ibid.， pp. 244-5)。

とくに児童な

世帯主壱僻地のL場

それが必安とする婦人，

どの大量の「自由な」不熟練労働力を調達するためには，

こうしてアーグライト型紡績工場は，
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所在地に福住させる必要があった。工場主は，工場徒弟を徒弟寄宿舎に拘束し

たのとおなじように，これらの家族のために労働者住宅をたててかれらに賃貸

し. )苫をつくってかれちに必要品を販売し，児童のために工場学校をつくり，

さらに教会を建設しなければならず，とうして工場主はこうした工場(労働者〉

植民地 factorycolonyを家父長的権威で支配する綿業領主 cottonlord とな

る。とうして綿業領主は，世帯主を監督"機械工・硫綿工としてまた戸外労働

若として(男子).不熟練工として(未亡人)雇傭して家族をそこに定住させ，同

時にその家族のなかから大量の婦人，とくに未成年・児童の不熟練労働者を調

達しようとした。己の場合，賃金は家族ごとに一括した家族賃金 familywage 

として世帯主に支持われ，家賃・生活必需品代金・借金がそのなかから差引か

れて残りが世帯主にわたされる。

[ 3] 個別労働者

とζ ろで，家族ぐるみ労働者は. 1890年代のメラー工場での「自由労働者J

30日人の 4分の 3 (G. Unwin.品id" pp. 169)から. 1819年キャトライ Y工場の

832人のうちの 3分の lの277人へE激減し， キャトライ Y王場では工場外の

世帯主からきりはなされて雇われているここでいう個別労働者が労働力の 3分

の2をレめして主体となっている (N.J. Srnelser.山 d.，pp. 220-4)。との特殊事

例における激減傾向T，わたしたちは一般的傾向とみて差支えないと考える o

まず第 1に，ナポνオ Y戦後のこの段階になると，綿花と綿糸との市場から

隔離された僻遠のア クライト型工場は急激におとろえ，交通の便利のよい水

流にそった工場，たとえばストラットのミルフオート工場・ベノレパー工場，ホ

ーリ Y ズのプリースリー工場 PleasleyMillsが増・改築されて発展し，そこが

人口増加して多少左も都市化していくこととなった。とくに第2に，産業草命

の進展にともなう工場制度の確立は，一方で監督・機械工・刷綿工などの熟練

職種労働者の地位壱安定させ多少とも賃金吾上昇させ，妻と子供を工場から引

きあげさせるとともに，他方では「家内工業」者，当時ではとくに手織工を零

落させて， いままで自宅で働いていた家族を工場に「販売」させ， こうして
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「自由な」不熟練労働者の給源を拡大することとなった。このことは，さきの

キャ 1'7イY工場の家族関係のわかっている 668人について，世帯主の職業別

になんらかの職業にやとわれている児童の比率を算出してみると，おぼろげな

'"ずらわかる (N.J. Smelser， ibid.， p. 223) 

世帯主の職業

キャトライユノ工場の男工

そ の他

手織工

キャトライン工場の未亡人

その他の未亡人

児童のうち何らかの職業
に雇われている者の比率

61.8% 

66.6 

76.3 

77. 1 

85.3 

自分の子供をそとで働かせる比率は，監督・機械工・硫綿工などの工場の熟練

世帯主男工がもっとも低し手工業者・手織工・未亡人の順番でたかくなって

し、る。

こうしてアークライト型紡績工場も家族ぐるみ労働力調達から個別労働力調

達にうつれ都市工場としてのミューノレ型工場と本質的にかわらなくなったが，

第E節で分析したアーグライト型工場の労働力構成はこの個別労働力調達に基

礎をおいた労働力とみてよかろう。ところで，このように妻や子供が世帯主と

分離して工場で働くようになると，こうした個別労働力の移動が当然に増大し

てくるが， そのため賃労働契約も 1ヵ年契約から 3ヵ月契約(いわゆる three

months contr紅白)に短縮されてくる。 3ヵ月契約制度のもとでは， 労働者は

3ヵ月まえに離職予告 (notice) を工場主にだしてはじめて工場を去ることが

できるが，ストラヲトは 1800年代のはじめに 4半期末に現金で支払われる賃金

額の 6分の 1を強制的に積みたてさせる 14半期積立Jqu紅白工ly ~ifL皿oney

をつくれもし予告なしに工場を去るものがあれば，この積立金を没収して労

働者の移動をくし、とめ上うとした(R.S. Fitton and A. P. Wadsworth，品id.，p. 

233)。

ついでに，ストラットの工場の 1805年 12月一1812年 7月の離職予告をあげ

て(R.S. Fitton and A. P. Wadsworth，品d.，pp， 231-2)， 当時の労働力移動の
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原因を示すことにしよう"

1
 

4
 

)
 

9
 

1
 

1
 

(
 

男 女 男 女

他の職業ヘ 78 82 
ベルパー・ミ Jレフォード

2 14 
を去不満るために

職業を習うために 43 賃金 のために 2 12 

手 工 業 33 6 工場仕事不満のために 3 9 

サーピ只業に 1 40 佐振と健康のために 1 147 

家 庭 36 そ の 他 3 14 

そ の 他 1 計 89 278 

V 工 場 規 律

わたしはこれまでアークライト型紡績工場について，前稿で述べたアーグラ

イト型紡績自動装置に合体されてそれをうごかしてし、る労働力構成とそれを構

成する労働力の社会的類型をあきらかにし，それが，混打綿・統綿両職場と精

紡職場との全工場にわたり，婦人とりわけ未成年・児童の不熟練職種労働者の

直接雇用によって構成され，工場主(企業)はこうして直接雇用した不熟練職

種労働者をそれぞれの職場の監督(今日の職長〕を通じて集中的に管理している

こと壱説明した。そとでは，産業兵卒k産業下士官との兵営的秩序 cr資本論」

青木文庫版第3合冊686・岩波文庫版第3分冊196頁)， さらには現地農業労働者とか

れらを鞭で働かす度督労働者とのプラ Yテージョン的秩序 (H.A. Turner， ibid.， 

p. 198)が再現している。 アークライト型工場の労働力構成は工場段階の資本

主義的労働力構成の典型であり，アークライトはそうした労働力構成をつくり

だした最初の工場主 captainof industrァであった。

ところで，こうした不熟練労働者の大群を「大自動装置の不変的な規則正し

さに一致させるために」は， それぞれの職場で体刑(鞭)と罰金が利用された

が，やがて体刑が廃止されて工場{内刑)法典とそれにもとづく罰金制度が体

6) わたしは第百聞で紡輯業正〈にア クライト型工場での職種が「袋小路J職種であることを
指摘したがi それはつぎの数字のなかに明瞭に読みとれる。男子離職者団人のうち実に 76人が
「職業を習うためJe r手工業iとに去っており I 女子離職者 278人のうち 229人が「相振と健

康Jr家庭にとどまるJrサービス業」のために去ヮている。とくに男子未成年ー児童について
は，アークヲイト型T場は生揮をすごせる場所ではなかった。
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系的に発展してくる (A.Ure， Pli叫吋οphyザ M同ザactu民 1835，p. 15; ~資本論』

青木文庫版第3分冊686・岩波文庫版第 3分出196頁)。工場主は， 己の工場法典と罰

金制度とにもとて九、て，その執行官としての職場の監督を通じて，不熟練労働

者の大詳を自動装置の不変的な規則正しい運動に服従させる。いわゆる工場規

律 fLl.ctorydisciplineの問題が説明されなければならない。わたしたちはスト

ラヅト家のなかに完成された工場規律をみることができる Q

ストヲヅト家は，さきに述べたように， 180日年代のはじめに，労働者に支払

われる現金賃金部分の 6分の 1壱4半期末ごとに強制的に i4半期積す金」

quarterly gift moneyとして積みたてさせ 3ヵ月まえの予告なしに工場壱

さる労働者の積立金を没収して労働者の移動をふせごうとしたが，さらにまた

工場規律に違反したときにも，その労働者の i4半期積立金」から罰金を徴収

して，工場規律に服従させた (R.S. Fitton and A. P. Wadsworth，出d..p. 233)。

そのためには， 罰金額を規定した工場(内刑法典が前提されなければならな

いが，ストラット家はおそら(1800年頃これを制定したようである o ストラ

ットが第E節で分析した 1833年の議会委員会で述へた証言によると，この工場

法典は 1805年 13年には，全体で 6章からなれ許可なしに仕事をはなれた

罪を規定した第 1章には 18項目が，工場財産の窃盗を規定した.第 2章には 8項

目が，工場財産の破損についての第3章には 9項目が，要求された仕事をしな

かった罪を規定した第4章には 29項目が，斗二場規律違反についての第 5章には

40項目が，労働時間外の不行跡を規定した第6章には 7項目が，合計して 111

の罪が列挙され，それぞれの罪に応じて積立金から罰金を徴収することにして

いる(R.S. Fitton and A. P. Wadsworth， ~b~d. ， pp. 233 7; p. 237 には 18件の実

例がかかげられている)0こうした制度は当時のアーグライト型工場に普通おこな

われたようで，おなじグーピγャーのダーリ・アベイ DarleyAbbeyのェヴァ

Y ス家の工場でもストラット家の工場とおなじ積立金からの罰金没収制度がぶ

となわれていた(J.Lindsey，“An Ear1y lndustrial Communityυ，B削同町sHistory 

R，叫目v.Vol. XXXIV， No. 3， 1960L 



アークライト型紡績工場 (121) 43 

ところで，九トラット家の工場における予告なし離職といま述べた工場規律

違反による積立金からの没収金額は 1801年 1月 1804年 9月の 15四半期につ

いてはつぎの通りである (R.S. Fitton and A. P. Wadsworth，出i.，p. 238)一一一

平均労働者数 賃金総額 没収件数 没収総額

混打綿工 185 ;f6，389 13 7.5 703 a 124 13 5.5 

統綿工 234 9，585 16 0 399 99 17 6 

精紡工 219 9，650 6 8.5 279 70 13 9 

糸巻工 99 1，956 1 2，5 85 8 13 7 

絃取工 164 7，598 o 6 163 39 9 5.5 

ここ Cは直接部門の職種だけ壱ぬきだしてかかげたが，工程別平均の没取件数

および没収金額ほかなりちがっている。それにしても，賃金総額にくらべて没

収総額が少いところからみて，との工場法典が工場規律を守らせるうえで相当

の効果をあげていると想像できる n 工場規律が守られているかどうかは可能労

働日中の笑われた労働日数の割合から判定できるが， 1784年 10月一1787年6

月の惚取工賃金帳簿によると，

140週 可能労働日数 37，068日 喪失労働日数 3，757(10. 00/0) 

水流酒渇・機械破損などのさけられない休業をふくめて，喪失労働日数は 100/0

であり (R.S. Fitton and A. P. Wad，sworth， ibid.， p. 239)，少くとも旦トラット

家のベノレパー・ミルフォード両工場では工場規律がほぼ完全に職場に惨透して

いた Eみて差支なかろう。

こうして 7ーグライト型紡績工場では，工場主(企業〕の専制的な管理機

能は，各職場の監督と工場法典を通じて，各職場の不熟練労働者のひとりひと

りを直接に把握し，各職場のすみずみまで惨透していた。それは広汎に時間賃

金 time-rateを採用できる程度にまで達していたのである。アークライト型工

業におけるこうした労働力構成と管理形態は，プークライト型工場そのものの

停滞のために，イギロ旦ではその後も発展しなかったが，アークヲイト型工場

の発展形態であるリング型工場を採用した後進国にひきつがれることとなった

(日本は明治 20年代にミュール精紡機からリシグ精紡機に転換した)ロ


